
宗像市告示第82号

宗像市人事行政の運営等の状況の公表について

  　宗像市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第７２号）第６条の規定に基づき、
 次のとおり公表します。

宗像市長　伊豆　美沙子

１　職員の任免及び職員数に関する状況 （令和6年4月1日現在）

（単位：人・％）

R元年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年

319 320 339 350 357 357 38 [＋11.9%]

76 82 84 85 88 89 13 [＋17.1%]

- 1 1 0 0 0 0 [-0.0%]

395 403 424 435 445 446 51 [＋12.9%]

77 78 74 77 77 78 1 [-1.3%]

472 481 498 512 522 524 52 [＋11.0%]

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

２　職員の人事考課の状況

３　職員の給与の状況

（１）職員の平均給料月額や平均給与月額、平均年齢
【一般行政職】 （令和6年4月1日、福岡県は令和5年4月1日現在）

（注）1 「平均給料月額」とは、基準日現在の職員の基本給の平均のこと
       2

（２）職員の初任給 令和6年4月1日現在

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額 令和6年4月1日現在

大学卒

高校卒

（４）職員の手当 令和6年4月1日現在

令和7年3月31日

教育

消防

普通会計計

区分 過去５年間の増減率

一般行政

公営企業会計など

総合計

区分 平均年齢
平均給料月額

（注）1
平均給与月額

（注）2
平均給与月額

（国比較ベース）

国 42.1歳 323,823円 405,378円

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全
ての手当の額を合計したもので、地方公務員給与実態調査と同じ。また、「平均給与月額（国比較ベース）」
は、比較のため国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当などを除いたもの）で再計算したもの

宗像市 42.2歳 306,084円 394,622円 347,954円

福岡県 41.8歳 315,847円 408,007円 356,998円

170,900円 170,900円 166,600円

区分 経験年数約10年 経験年数約20年 経験年数約25年 経験年数約30年

区分 宗像市 福岡県 国

一般行政職
大学卒 196,200円 202,400円 196,200円

高校卒

一般
行政職

278,836円 362,989円 383,278円 385,456円

244,850円 291,720円 326,360円 357,213円

　地方公務員法では、任命権者は、職員の執務について、定期的に人事評価を行うこととされています。また、任命権者
は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとされています。
　市では、平成14年度から全職員を対象に人事考課制度を導入しています。その後、制度の改善を図りながら運用してい
ます。



（５）特別職や議員等の給料・報酬など

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間

週休日

（注）職場などで、上記と異なる場合あり

勤務時間
午前８時３０分から午後５時まで、１日７時間４５

分
（休憩時間　午後０時１５分から午後１時まで）

土曜日、日曜日

手当 内容と支給額 国の制度との比較

扶養手当
扶養親族のいる職員に支給
▶配偶者＝6,500円▶子＝10,000円
▶他の扶養親族＝6,500円

同じ

宿日直勤務を行った職員に支給
＊医師＝21,000円／回（常直126,000円／月）
＊その他の職員＝4,400円／回（常直22,000円／月）

医師の常直勤務額
が異なる

地域手当
給料、扶養手当、管理職手当の合計額の5％
（支給対象地域＝宗像市）

支給対象外

管理職手当 管理職職員に定額支給（44,600円～83,600円）
制度は同じ。支給額

が異なる

住居手当
月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に支給 ＊家賃に
応じ、限度額28,000円

同じ

通勤手当

【交通機関利用者】
6ｶ月定期券などの代金を支給
限度額55,000円（月額）
【自動車などの交通手段利用者】
通勤距離（片道2km以上）に応じて支給
▶距離2～3km＝3,100円
（以降1ｋｍ増すごとに700円加算）
＊限度額55,000円（月額）

交通機関利用者は
同じ。自動車などの
交通手段利用者は
距離区分、金額など
が異なる

474,000円

議員 441,000円

市長
給料

848,000円

 6月期　1.700月分
12月期　1.750月分
       計　3.45月分

副市長 681,000円

議長

報酬

533,000円

副議長

期末・勤勉手当
年間4.50月分（期末手当2.45月、勤勉手当2.05月分）
＊再任用職員2.35月分
（期末手当1.375月、勤勉手当0.975月分）

同じ

区分 給料・報酬の月額 期末手当（令和6年度支給分）

初任給調整手当
採用による欠員補充が困難であると認められる次の職員に支給
＊医師＝415,600円

同じ

宿日直手当



（２）その他の勤務条件（令和6年４月1日現在）

①休暇

②育児休業制度

５　職員の休業に関する状況

（注）上段は令和5年度に新たに取得した者、下段は令和4年度以前から引き続き取得している者の人数。

　「休業」とは、職を保有するものの職務に従事しないというもので、分限処分である「休職」と同様の性格を有しています
が、本人の請求により認められる点が「休職」とは異なります。
　職員が３歳未満の子を養育する場合に、任命権者の承認を得て、休業（育児休業）することができます。また、職員が小
学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合に、１日の勤務時間の一部について勤務しないこと（部分休業）又は１
週間あたりの勤務時間を短縮すること（育児短時間勤務）ができます。

種類 事由 取得期間 給料支給

年次有給休暇 １年ごとの休暇 年20日

結核性疾患の場合　　　　　　　１年

その他の疾患の場合　　　　　  90日

分娩休暇 産前８週間(多胎妊娠は14週間)、産後８週間

出産補助休暇 ２日の範囲内

結婚休暇 ７日の範囲内

子（中学就学前）の看護休暇 ５日の範囲内（対象者が２人以上＝10日）

ボランティア休暇 ５日の範囲内

忌引 配偶者　　　　　　　　　　　  ７日

父母　　　（血族＝７日、姻族＝３日）

祖父母、兄弟姉妹（血族＝３日、姻族＝１日）

孫など　　　　　　　　　　　  １日

短期介護休暇 ５日の範囲内（対象者が２人以上＝10日）

介護休暇 配偶者や一定の範囲内の親族を介護する必要が生じた場合 連続する６カ月間の期間内で必要と認められる期間 無給

有給

病気休暇 負傷や疾病で療養する必要がある場合

特別休暇
（主なもの）

種　類 事　　由 取得期間 給料支給

育児休業
３歳に満たない子を養育する職員が、休業することができる
制度

産後休暇終了日の翌日から子が３歳に達する日ま
でのうち、職員の請求に基づく期間

育児短時間勤
務

条例で定める勤務形態のいずれかの範囲
例）１日の勤務時間が２分の１、週３日勤務など

部分休業 １日を通じて２時間を超えない範囲内

無給
小学校就学始期に達するまでの子を養育する職員が、休業
や短時間勤務することができる制度

5 0 0

1 1 0

13 5 0

17 6 0

18 5 0

18 7 0
計

育児休業
取得者数

部分休業
取得者数

育児短時間勤務
取得者数

男性職員

女性職員



６　職員の分限及び懲戒処分の状況

７　職員の服務の状況

（令和5年度実績）

件　数

営利企業などの役員の地位を兼ねること 0件

自ら営利を目的とする私企業を営むこと 0件

報酬を得て事業や事務に従事すること 27件

８　職員の退職管理の状況

　分限処分とは、職員の勤務実績が良くない場合や、疾病等の理由によりその職責を十分に果たすことができない場合
に、公務能率の維持及びその適正な運営の確保を図ることを目的に、本人の意に反して不利益な身分上の変動をもたら
す処分のことです。分限処分には、降給、休職、降任、免職の４種類があります。

　懲戒処分とは、職員に職務上の義務違反や公務員としてふさわしくない非行がある場合に対して、任命権者がその職員
の責任を追及して行う処分です。公務における規律と秩序の維持を目的として行われる不利益処分のことで、懲戒処分に
は、戒告、減給、停職、免職の４種類があります。

　地方公務員法では、服務の根本基準を「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務
の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」（地方公務員法第30条）と定めています。この根本基
準の具体的規定として、「法令などや上司の職務上の命令に従う義務」「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に
専念する義務」「政治的行為の制限」「争議行為などの禁止」「営利企業などの従事制限」といった服務上の義務が定めら
れています。

区　　分

　課長級以上の職に就いている職員であった者が、離職後２年間に再就職した場合は、宗像市職員の退職管理に関する
条例（平成２８年条例第１１号）第３条の規定により、再就職先の名称等について離職時の任命権者に届け出ることとされ
ています。同条例第４条第２項の規定に基づき、下表の通り公表します。

（令和5年度実績）

内　容 人数（延べ） 内　容 人数（延べ）

降　給 0人 戒　告 0人

休　職 13人 減　給 1人

降　任 0人 停　職 0人

免　職 0人 免　職 0人

分限処分の状況 懲戒処分の状況

退職年度 退職時の職位 退職者数 再就職者数

部長級 6 0

課長級 3 0

部長級 4 0

課長級 3 0

部長級 0 0

課長級 5 0

令和3年度

令和4年度

令和5年度



９　職員の研修の状況

10　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）健康診断の実施状況

679人

（２）職員の福利厚生

（３）公務災害などの状況（令和5年度実績）

3件

0件

（４）勤務条件に関する措置の要求の状況

0件

（５）不利益処分に関する不服申し立ての状況

0件

令和5年度実績

　　職員から懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けたとして審査請求があった場合は、公平委員会は事案を審
査し、その結果に基づいて処分を承認か修正、取り消す判定をします。

令和5年度実績

外部派遣研修 福岡県市町村職員研修所など研修機関での各種専門研修、民間企業等派遣研修

　職員の福利厚生制度の一環として、職員やその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡、災害などに関して適切な給付を行
うための、相互救済を目的とする共済制度があります。具体的には地方公務員等共済組合法に基づき、福岡県市町村職
員共済組合が制度を運用し、公務外の病気やケガの治療時の保険給付や、老後の経済生活の支えとなる退職共済年金
の支給などを実施しています。
　また、労働安全衛生法などに基づき、職員の健康と安全を確保するために、安全衛生管理体制の整備や健康診断などを
実施しています。公務中や通勤途中の災害などによって被災した場合には、地方公務員災害補償法に基づき、療養補償
などをします。

令和5年度受診者数

公務災害

通勤災害

　職員から勤務条件に関し、適当な行政上の措置を求める要求があった場合は、公平委員会は必要な審査を実施し、事案
を判定し、地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければなりません。

　職員の研修は、職員の公務能率の発揮と増進を目的に、任命権者が組織的・計画的に実施します。このことは、地方公
務員法第39条に規定され、市では、「宗像市職員人材育成ビジョン」に基づいて研修を実施し、職員の能力開発に努めて
います。
　令和6年度に実施された主な研修は、次のとおりです。

独自研修
新規採用職員採用時研修、初任層職員職務支援研修、階層別職員研修、OJTトレーナー（部下指
導）研修、お客様対応研修、キャリアビジョン研修

職員互助会へ
の公費負担額

会員掛金総額
職員互助会

会員数
会員1人当たりの
公費の補助金額 公費負担率

Ａ Ｂ Ｃ Ａ／Ｃ Ａ／（Ａ＋Ｂ）

令和4年度決算 12,521千円 3,172千円 17,727千円 494人 6,421円 15.2%

令和5年度決算 14,219千円 3,510千円 18,024千円 509人 6,896円 16.3%

年度
福利厚生事業
に係る決算額


